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第９回 小樽商科大学 経 営 協 議 会 議事要旨

日 時：平成１７年３月１７日（木）１４：００から

場 所：第二会議室

出席者：秋山学長，山本理事（総務担当副学長 ，遠藤委員（経済学科教授 ，奥田委員） ）

（アントレプレナーシップ専攻教授 ，小原委員（学外委員 ，鎌田委員（学外） ）

委員 ，木梨委員（学外委員 ，榊原委員（学外委員）） ）

欠席者：佐々木理事（財務担当 ，逢坂委員（学外委員））

陪席者：和田理事（教育担当副学長 ，土橋監事（業務担当監事））

議事に先立ち，学長から事前に配付している第６回（１月１３日 ，第７回（持ち回り）

会議）及び第８回（持ち回り会議）開催の議事要旨の確認が行われた。

議題１ 平成１７年度計画（案）について（資料１）

学長から，国立大学法人法により，年度計画に関する事項のうち，国立大学法人の経

営に関するものについては，経営協議会で審議することとなっており，届け出る時期に

ついては，独立行政法人通則法により，３月末日までに主務大臣に届け出なければなら

ないこととなっている。平成１７年度の年度計画は，３月２日開催の目標計画委員会に

おいて成案を得，経営以外の事項については，同月１１日開催の教育研究評議会におい

て審議し，承認を得ている。本日は，年度計画に関する事項のうち，経営に関する部分

， （ ） ， ，について 陪席の目標計画委員会委員長である理事 教育担当副学長 から 説明の後

審議願いたい旨発言があった。

次いで，平成１７年度の年度計画のうち，主に経営に関する事項については理事（教

） ， ， 。育担当副学長 から 予算の関係については事務局から説明の後 質疑応答が行われた

最後に学長から，平成１７年度の年度計画のうち，経営に関する事項について，配付

資料１のとおり提案があり，審議の結果，原案のとおり承認され，役員会に附議するこ

ととなった。

なお，文部科学省に届け出るまでの間において，字句，その他軽微な修正が生じた場

合は，学長に一任することとなった。

議題２ 平成１７年度予算（案）について（資料２－１から資料２－５）

学長から，平成１７年度当初予算案については，３月８日開催の財務委員会において

了承され，同月１１日の学部・大学院合同教授会において予算編成の概要を報告したこ

とろであるが，収入予算については運営費交付金の減額，支出予算については人件費予

算の増額により，物件費予算を大幅に縮減せざるをえない状況の中で予算編成をしてい

， （ ） ， 。る旨発言があり 理事 総務担当副学長 から説明の後 審議願いたい旨発言があった

次いで理事（総務担当副学長）から，平成１７年度予算に関し，予算編成の方針，昨

年度との相違点を中心に説明の後，学長から，平成１７年度予算について配付資料のと

， ， ， 。おり提案があり 審議の結果 原案のとおり承認され 役員会に附議することとなった
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議題３ 国立大学法人小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正について（資料３）

学長から，平成１７年度の授業料については，１月に開催した本協議会において，学

長の考えを示した上で意見を伺い，最終的には学長一任で承認をいただいていたが，結

果的に平成１７年度上期の授業料については据え置き，下期から標準額に改定すること

し，本日は，このことに伴う授業料等徴収規程の一部改正を提案させていただく旨発言

があり，一部改正案の内容について，理事（総務担当副学長）及び事務局から説明があ

った。

次いで学長から，授業料等徴収規程の一部改正について，配付資料３提案のとおり提

案があり，審議の結果，原案のとおり承認され，役員会に附議することとなった。

議題４ 国立大学法人小樽商科大学寄附金事務取扱規則の一部改正について（資料４）

理事（総務担当副学長）から，本学ではこれまでも，財団法人等から教員個人に研究

助成金が助成された場合，教員個人から大学に寄附を行う形で取り扱っていたが，これ

を規定化して，より透明性を確保し，取扱いを明確にするため，寄附金事務取扱規則の

一部を改正することとしたい旨説明の後，事務局から，配付資料４に基づき，一部改正

案の内容について説明があった。

次いで学長から，寄附金事務取扱規則の一部改正について，配付資料４のとおり提案

があり，審議の結果，原案のとおり承認され，役員会に附議することとなった。

議題５ 国立大学法人小樽商科大学における余裕金の運用に関する取扱要項の制定につ

いて（資料５）

理事（総務担当副学長）から，本学の余裕金を安全かつ効率的に運用するため，余裕

金運用の際に留意すべき事項を定めた取扱要項を制定することとしたい旨説明の後，事

務局から，配付資料５に基づき，要項案の内容について説明があった。

次いで学長から，余裕金の運用に関する取扱要項の制定について，配付資料５のとお

り提案があり，審議の結果，原案のとおり承認され，役員会に附議することとなった。

議題６ 平成１７年度取引金融機関の選定について（資料６）

理事（総務担当副学長）から，次年度における本学のメインバンク及びサブバンクを

選定するため，今年度のメインバンクである北洋銀行及びサブバンクである北陸銀行の

財務状況を調査して取りまとめた旨説明の後，配付資料６に基づき，各行の経営状況に

ついて説明があった。

次いで学長から，今年度に引き続き，北洋銀行をメインバンク，北陸銀行をサブバン

クとして継続することとしたい旨提案があり，審議の結果，了承され，役員会に附議す

ることとなった。

議題７ 平成１７年度会計監査人の選任について（資料なし）

理事（総務担当副学長）から，次年度における本学の会計監査人候補者を選定するた

め，４大監査法人である新日本監査法人，中央青山監査法人，あずさ監査法人，監査法

人トーマツに提案書の提出を依頼し，本学が定めた選定方法により評価した結果，新日
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本監査法人が本学の会計監査人候補者として適当であると判断した旨説明があった。

次いで学長から，今年度に引き続き，新日本監査法人を次年度の会計監査人候補者と

したい旨提案があり，審議の結果，了承され，役員会に附議することとなった。


